
横須賀都市計画生産緑地地区の変更 

都市計画変更案の縦覧と意見募集のお知らせ 

 

横須賀市では都市計画変更するにあたり、皆さんからご意見をお聴きするた

め、都市計画法に基づき都市計画案を次のとおり縦覧に供します。 

 

○ 都市計画案の種類及び名称 

  横須賀都市計画生産緑地地区 
 

○ 都市計画の変更を行おうとする土地 

横須賀市平作５丁目地内、横須賀市衣笠町地内、横須賀市西浦賀５丁目地 

内、横須賀市佐原５丁目地内、横須賀市津久井３丁目地内、横須賀市秋谷１

丁目地内、横須賀市佐島１丁目地内 
 

○ 都市計画案の概要 

  面積の変更６件：平作５丁目地内（箇所番号 17）、西浦賀５丁目地内（箇所

番号 48）、佐原５丁目地内（箇所番号 53）、津久井３丁目地内（箇所番号 95）、

秋谷１丁目地内（箇所番号 146）、佐島１丁目地内（箇所番号 167） 

 区域の縮小２件：衣笠町地内（箇所番号 27）、佐原５丁目地内（箇所番号 53）  

 

○ 都市計画案縦覧の期間及び場所 

日時：令和３年９月 27日（月）から令和３年 10月 11日（月）まで 

（土日を除く） 

   午前８時 30分から午後５時 15分まで 

場所：横須賀市都市部都市計画課（横須賀市役所分館４階） 
 

○ 都市計画案に対する意見の募集について 

   意見募集対象の方で、ご意見のある方は、提出期限までに「意見書」を

ご提出してください。（「意見書」は都市計画課でもお配りします。） 

  ◇意見募集対象 

① 横須賀市の市民（本市に住所を有する人、本市に事務所又は事業所を有

する人、本市に在勤する人、本市に在学する人） 

② 都市計画案の区域内の土地について所有権を有する者、対抗要件を備え

た地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を

有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地

若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買

戻しの特約の登記の登記人名義人 

◇提出期限：令和３年 10月 11日（金）午後５時 15分まで 

  ◇提 出 先：横須賀市都市部都市計画課（当課に持参又は郵送） 
 

○ お問合せ先 

  横須賀市都市部都市計画課  電話 046-822-8133 


